
都市計画税の使途内訳【令和４年度決算】

　 都市計画税は、都市計画法に基づいて実施する都市計画事業の財源として課税する目的税であるため、本市では一般会計の歳出において下記のとおり充当した。

[歳　入] 都市計画税
[単位：千円]

国庫支出金 県支出金 市債 その他 都市計画税 その他

35,855 2,360 565 32,930

222,274 116,990 36,700 62,293 6,291

316,182 103,449 212,733 公共下水道事業繰出金 103,449

27,389 27,389

28,097 1,100 1,500 25,497

19,892 7,800 231 11,861

649,689 116,990 2,360 45,600 64,589 103,449 316,701

65,856 65,856 0 元金（都市計画事業分）65,856

2,714 2,714

68,570 0 0 0 0 65,856 2,714

718,259 116,990 2,360 45,600 64,589 169,305 319,415

※　公債費は、都市計画事業に係る地方債の元利償還金

１６９，３０５千円

科目
決算額

特定財源 一般財源
充当内訳

款項 目

土木費
　都市計画費

都市計画総務費

都市街路費

公共下水道費

都市下水路費

都市公園費

磯原駅自由通路等管理費

都市計画費　小計

公債費
　公債費

元金

利子

公債費　小計

合計


